
茨城県農業再生協議会施設園芸等燃油価格高騰対策業務方法書の一部変更について 

 新旧対照表 
 

変更後 現行 

 

別紙様式第１号（第６条第１項関係）（略） 

 

（別紙１）（略） 

 

（別紙２） 

省 エ ネ ル ギ ー 等 対 策 推 進 計 画 

（品目名：            ） 

  

計画期間  年間 （R 事業年度～Ｒ 事業年度） 

都道府県名  

市町村名  

計画策定主体名  

計画策定主体代表者氏名  

計画参画者数  

住所（主たる事務所）  

電話番号（主たる事務所）  

メールアドレス  

 

（以下略） 

別紙様式第２号（第６条第２項関係） 

省エネルギー等対策取組計画（令和３事業年度） 
 
 

（以下略） 

         

 ５．施設園芸セーフティネット構築事業への加入  
 

● 施設園芸セーフティネット構築事業：３事業年度 （該当箇所に○印を記入） 
 

 Ø 申請（更新）する  Ø 申請（更新）しない 

● 施設園芸セーフティネットの積立方式 （いずれかを選択し○印を記入） 
 

対象油種 積立方式 積立単価① 選択 

Ａ重油 

115％積立 12.5円／リットル  

130％積立 24.9円／リットル  

 

別紙様式第１号（第６条第１項関係）（略） 

 

（別紙１）（略） 

 

（別紙２） 

省 エ ネ ル ギ ー 等 対 策 推 進 計 画 

（品目名：            ） 

  

計画期間  年間 （R（H) 事業年度～Ｒ 事業年度） 

都道府県名  

市町村名  

計画策定主体名  

計画策定主体代表者氏名  

計画参画者数  

住所（主たる事務所）  

電話番号（主たる事務所）  

メールアドレス  

 

（以下略） 

別紙様式第２号（第６条第２項関係） 

省エネルギー等対策取組計画 令和 事業年度） 
 
 

（以下略） 

 

５．施設園芸セーフティネット構築事業への加入  
 

● 施設園芸セーフティネット構築事業： 事業年度 （該当箇所に○印を記入） 
 

 Ø 申請（更新）する  Ø 申請（更新）しない 

● 施設園芸セーフティネットの積立方式 （いずれかを選択し○印を記入） 
 

対象油種 積立方式 積立単価① 選択 

Ａ重油 

115％積立 12.7円／リットル  

130％積立 25.4円／リットル  



150％積立 41.6円／リットル  

灯油 

115％積立 13.2円／リットル  

130％積立 26.4円／リットル  

150％積立 44.0円／リットル  

   

（以下略） 

 

別紙様式第３号（第８条第１項関係） 

施設園芸等燃油価格高騰対策実施状況報告書（令和２事業年度） 

番   号  

年 月 日  

茨城県農業再生協議会長 殿 

（農業者組織） 

住            所         
名称及び代表者の氏名     印  

 

施設園芸等燃油価格高騰対策業務方法書（平成29年４月18日付け茨城県農業再生協議会作成）第８条第１項の規定により別

添のとおり報告する。 

【令和２事業年度報告用】 

 

（別添） 

施設園芸等燃油価格高騰対策実施状況報告書（令和２事業年度） 

 

策定主体名： 

第１ 施設園芸セーフティネット構築事業実施状況 

対象期間       月～（翌）  月 

２事業年度 令和２年７月～令和３年６月 

 

（以下略） 

 

別紙様式第４号（第１２条関係）【更新の場合】 

 

施設園芸用燃油価格差補填金積立契約の内容（更新） 

 

茨城県農業再生協議会（以下「甲」という。）が茨城県農業再生協議会燃油価格高騰対策業務方法書（以下「業務方法書」と

いう。）に基づき、施設園芸用燃油価格の急上昇が経営に及ぼす影響を緩和するセーフティネットへの参加を希望する農業者組

織（以下「乙」という。）からの申し込みに基づき締結する積立契約の内容は、次のとおり。  

 

第１条 乙は、令和３事業年度の補填金の対象となる燃油購入数量を当該事業年度の対象期間の開始前までに、甲に申し込むも

のとする。 

（略） 

第２条～第６条              （略） 

（契約期間） 

第７条 この契約の期間は、申込日の属する年の＿月＿日（平成24事業年度からの契約の場合は平成25年２月１日、平成25事業

150％積立 42.4円／リットル  

灯油 

115％積立 13.5円／リットル  

130％積立 26.9円／リットル  

150％積立 44.9円／リットル  

  

（以下略） 

 

別紙様式第３号（第８条第１項関係） 

施設園芸等燃油価格高騰対策実施状況報告書（令和元事業年度） 

番   号  

年 月 日  

茨城県農業再生協議会長 殿 

（農業者組織） 

住            所         
名称及び代表者の氏名     印  

 

施設園芸等燃油価格高騰対策業務方法書（平成29年４月18日付け茨城県農業再生協議会作成）第８条第１項の規定により別

添のとおり報告する。 

【令和元事業年度報告用】 

 

（別添） 

施設園芸等燃油価格高騰対策実施状況報告書（令和元事業年度） 

 

策定主体名： 

第１ 施設園芸セーフティネット構築事業実施状況 

対象期間       月～（翌）  月 

元事業年度 平成３１年５月～令和２年６月 

 

（以下略） 

 

別紙様式第４号（第１２条関係）【更新の場合】 

 

施設園芸用燃油価格差補填金積立契約の内容（更新） 

 

茨城県農業再生協議会（以下「甲」という。）が茨城県農業再生協議会燃油価格高騰対策業務方法書（以下「業務方法書」と

いう。）に基づき、施設園芸用燃油価格の急上昇が経営に及ぼす影響を緩和するセーフティネットへの参加を希望する農業者組

織（以下「乙」という。）からの申し込みに基づき締結する積立契約の内容は、次のとおり。  

 

第１条 乙は、令和２事業年度の補填金の対象となる燃油購入数量を当該事業年度の対象期間の開始前までに、甲に申し込むも

のとする。 

第２条～第６条              （略） 

（契約期間） 

第７条 この契約の期間は、申込日の属する年の＿月＿日（平成24事業年度からの契約の場合は平成25年２月１日、平成25事業

年度は平成25年5月1日（又は4月1日若しくは6月1日）、平成26事業年度は平成26年5月1日（又は4月1日若しくは6月1日）、平成



年度以降からの契約の場合は当該年の5月1日（又は4月1日若しくは6月1日若しくは7月1日）から令和４年6月30日までとする。 

 

 

 

別紙様式第４号（第１２条関係）【新規契約の場合】 

施設園芸用燃油価格差補填金積立契約の内容（新規） 

茨城県農業再生協議会（以下「甲」という。）が茨城県農業再生協議会燃油価格施設園芸等高騰対策業務方法書（以下「業務方

法書」という。）に基づき、施設園芸用燃油価格の急上昇が経営に及ぼす影響を緩和するセーフティネットへの参加を希望する

農業者組織（以下「乙」という。）からの申し込みに基づき締結する積立契約の内容は、次のとおり。  

第１条 乙は、令和３事業年度に施設園芸用燃油価格差補填金（以下「補填金」という。）の対象となる燃油購入数量を、当該

事業年度の対象期間の開始前までに、甲に申し込むものとする。 

（略） 

第２条～第６条            （略） 

第７条 この契約の期間は、当該事業年度の開始日（令和３年７月１日）から当該事業年度の対象期間の末日（令和４年６月30

日）までとする。 

第８条～第１０条           （略） 

27事業年度は平成27年5月1日（又は4月1日若しくは6月1日））、平成28事業年度は平成28年5月1日（又は4月1日若しくは6月1

日））、平成29事業年度は平成29年5月1日（又は4月1日若しくは6月1日）平成30事業年度は平成30年5月1日（又は4月1日若しく

は6月1日）、令和元事業年度は5月1日（又は4月1日若しくは6月1日）から令和３年6月30日までとする。 

 

別紙様式第４号（第１２条関係）【新規契約の場合】 

施設園芸用燃油価格差補填金積立契約の内容（新規） 

茨城県農業再生協議会（以下「甲」という。）が茨城県農業再生協議会燃油価格施設園芸等高騰対策業務方法書（以下「業務方

法書」という。）に基づき、施設園芸用燃油価格の急上昇が経営に及ぼす影響を緩和するセーフティネットへの参加を希望する

農業者組織（以下「乙」という。）からの申し込みに基づき締結する積立契約の内容は、次のとおり。  

第１条 乙は、令和２事業年度に施設園芸用燃油価格差補填金（以下「補填金」という。）の対象となる燃油購入数量を、当該

事業年度の対象期間の開始前までに、甲に申し込むものとする。 

（略） 

第２条～第６条            （略） 

第７条 この契約の期間は、当該事業年度の開始日（令和２年７月１日 から当該事業年度の対象期間の末日（令和３年６月30

日）までとする。 

第８条～第１０条           （略） 

別紙様式第５号（第１２条関係）【契約の更新の場合】 

施設園芸用燃油価格差補填金積立契約申込書（更新） 

令和  年  月  日 

茨城県農業再生協議会長 殿 

（農業者組織） 

住            所         
名称及び代表者の氏名     印  

茨城県農業再生協議会施設園芸等燃油価格高騰対策業務方法書（平成29年４月18日付け茨城県農業再生協議会作成）第１２

条の規定に基づき、貴協議会作成の積立契約の内容及び下記の積立契約における留意事項を承知・同意の上、積立契約を更新し

て締結したいので申し込みます。 

なお、本契約に参加する当組織の構成員は別紙のとおりです。 

Ø 契約管理番号            ※積立契約完了通知の契約管理番号を記載 

更新による積立契約の期間の終期：  年  月  日 

【積立契約における留意事項】 

・積立契約の期間は、令和 年 月 日（平成24事業年度からの契約の場合は平成25年２月１日、平成25事業年度以降からの契

約の場合は当該年の5月1日（又は4月1日若しくは6月1日若しくは7月1日）を開始日とし、令和４年6月30日までの期間です。（期

間の終期が更新されます。）。 

（以下略） 

 

別紙様式第５号（第１２条関係）【契約の更新の場合】 

施設園芸用燃油価格差補填金積立契約申込書（更新） 

令和（平成）  年  月  日  

茨城県農業再生協議会長 殿 

（農業者組織） 

住            所         
名称及び代表者の氏名     印  

茨城県農業再生協議会施設園芸等燃油価格高騰対策業務方法書（平成29年４月18日付け茨城県農業再生協議会作成）第１２

条の規定に基づき、貴協議会作成の積立契約の内容及び下記の積立契約における留意事項を承知・同意の上、積立契約を更新し

て締結したいので申し込みます。 

なお、本契約に参加する当組織の構成員は別紙のとおりです。 

Ø 契約管理番号            ※積立契約完了通知の契約管理番号を記載 

更新による積立契約の期間の終期：  年  月  日 

【積立契約における留意事項】 

・積立契約の期間は、平成 年 月 日（平成24事業年度からの契約の場合は平成25年２月１日、平成25事業年度からの契
約の場合は平成25年5月1日（又は4月1日若しくは6月1日）、平成26事業年度からの契約の場合は平成26年5月1日（又
は4月1日若しくは6月1日）、平成27事業年度からの契約の場合は平成27年5月1日（又は4月1日若しくは6月1日）、成
28事業年度からの契約の場合は平成28年5月1日（又は4月1日若しくは6月1日）、成29事業年度からの契約の場合は平
成29年5月1日（又は4月1日若しくは6月1日）、平成30事業年度からの契約の場合は平成30年5月1日（又は4月1日若し
くは6月1日））、令和元事業年度からの契約の場合は令和元年5月1日（又は平成31年4月1日若しくは令和元年6月1日））
を開始日とし、令和３年6月30日までの期間です（期間の終期が更新されます。）。 

（以下略） 

 

別紙様式第６号（第１３条関係）【更新の場合】 

施設園芸用燃油価格差補填金積立契約締結完了通知 

（令和３事業年度燃油購入数量の設定について） 

令和  年  月  日  

（加入者組織代表者）殿 

（茨城県農業再生協議会） 

住            所         
名称及び代表者の氏名     印  

別紙様式第６号（第１３条関係）【更新の場合】 

施設園芸用燃油価格差補填金積立契約締結完了通知 

（令和２事業年度燃油購入数量の設定について） 

令和  年  月  日  

（加入者組織代表者）殿 

（茨城県農業再生協議会） 

住            所         
名称及び代表者の氏名     印  



令和＿年＿月＿日付け施設園芸用燃油価格差補填金積立契約申込書（更新）（茨城県農業再生協議会施設園芸等燃油価格高騰

対策業務方法書（平成29年４月18日付け茨城県農業再生協議会作成）（以下「業務方法書」という。）別紙様式第５号）で更新

の申込みのあった施設園芸用燃油価格差補填金積立契約について、下記の内容で積立契約の更新が成立したことを通知します。 

併せて、令和＿年＿月＿日付け施設園芸用燃油購入数量等設定申込書（業務方法書別紙様式第７号）で申込みのあった令和３

事業年度の施設園芸用燃油購入数量等について、下記の内容で設定します。 

ついては、令和＿年＿月＿日までに、燃油補填積立金のうち納付必要額を当協会の口座へ納付願います。（口座：金融機関・

支店名、預金種別、口座番号及び預金の名義） 

なお、この期日までに燃油補填積立金の納入がされない場合、本積立契約を解約しますのでご留意ください。 

 

記 

Ø 契約管理番号              

Ø 契約期間 （自）令和＿年＿月＿日 （至）令和＿年＿月30(又は28若しくは31)日 

Ø 令和３事業年度の対象となる燃油購入数量 

選択肢（積立方式） 油種 単価 燃油購入予定数量 

燃油価格の115％相当までの高

騰に備え積み立て 

Ａ重油 12.5円/ﾘｯﾄﾙ リットル 

灯油 13.2円/ﾘｯﾄﾙ リットル 

燃油価格の130％相当までの高

騰に備え積み立て 
Ａ重油 24.9円/ﾘｯﾄﾙ リットル 

灯油 26.4円/ﾘｯﾄﾙ リットル 

燃油価格の150％相当までの高

騰に備え積み立て 

Ａ重油 41.6円/ﾘｯﾄﾙ リットル 

灯油 44.0円/ﾘｯﾄﾙ リットル 

Ø 令和３事業年度燃油補填積立金額          円 

前年度積立金残高                   円 

令和３事業年度納付必要額             円 

 

対象となる燃油購入数量及び燃油補填積立金額の内訳は別紙のとおり 

 

（別紙様式第６号に添付）【契約の更新の場合】 

別紙 

燃油購入数量及び燃油補填積立金の内訳（令和３事業年度） 

１ 組織名 ○○○○、 契約管理番号          

２ 参加構成員数   名 

３ 参加構成員ごとの内訳 

番

号 
氏 名 住 所 

選択肢 

･115％ 

･130％ 

･150％ 

油種 

･Ａ重油 

･灯油 

対象燃油購入数量 
（リットル） 

燃油補填積立金額
※ 

（円）① 

前年度積立金 
残高 

（円）② 

３事業年度 
積立必要額 

（円）①－② ３事業年度 
( 年 月～ 年 月分) 

３事業年度 
( 年 月～ 年 月分) 

         

         

         

         

         

合  計 115％ Ａ重油     

令和＿年＿月＿日付け施設園芸用燃油価格差補填金積立契約申込書（更新）（茨城県農業再生協議会施設園芸等燃油価格高騰

対策業務方法書（平成29年４月18日付け茨城県農業再生協議会作成）（以下「業務方法書」という。）別紙様式第５号）で更新

の申込みのあった施設園芸用燃油価格差補填金積立契約について、下記の内容で積立契約の更新が成立したことを通知します。 

併せて、令和＿年＿月＿日付け施設園芸用燃油購入数量等設定申込書（業務方法書別紙様式第７号）で申込みのあった令和 事

業年度の施設園芸用燃油購入数量等について、下記の内容で設定します。 

ついては、令和＿年＿月＿日までに、燃油補填積立金のうち納付必要額を当協会の口座へ納付願います。（口座：金融機関・

支店名、預金種別、口座番号及び預金の名義） 

なお、この期日までに燃油補填積立金の納入がされない場合、本積立契約を解約しますのでご留意ください。 

 

記 

Ø 契約管理番号              

Ø 契約期間 （自）令和＿年＿月＿日 （至）令和＿年＿月30(又は28若しくは31)日 

Ø 令和２事業年度の対象となる燃油購入数量 

選択肢（積立方式） 油種 単価 燃油購入予定数量 

燃油価格の115％相当までの高

騰に備え積み立て 

Ａ重油 12.7円/ﾘｯﾄﾙ リットル 

灯油 13.5円/ﾘｯﾄﾙ リットル 

燃油価格の130％相当までの高

騰に備え積み立て 
Ａ重油 25.4円/ﾘｯﾄﾙ リットル 

灯油 26.9円/ﾘｯﾄﾙ リットル 

燃油価格の150％相当までの高

騰に備え積み立て 

Ａ重油 42.4円/ﾘｯﾄﾙ リットル 

灯油 44.9円/ﾘｯﾄﾙ リットル 

Ø 令和＿事業年度燃油補填積立金額          円 

前年度積立金残高                   円 

令和＿事業年度納付必要額             円 

 

対象となる燃油購入数量及び燃油補填積立金額の内訳は別紙のとおり 

（別紙様式第６号に添付）【契約の更新の場合】 

別紙 

燃油購入数量及び燃油補填積立金の内訳（令和２事業年度） 

１ 組織名 ○○○○、 契約管理番号          

２ 参加構成員数   名 

３ 参加構成員ごとの内訳 

番

号 
氏 名 住 所 

選択肢 

･115％ 

･130％ 

･150％ 

油種 

･Ａ重油 

･灯油 

対象燃油購入数量 
（リットル） 

燃油補填積立金額
※ 

（円）① 

前年度積立金 
残高 

（円）② 

＿事業年度 
積立必要額 

（円）①－② ＿事業年度 
( 年 月～ 年 月分) 

＿事業年度 
( 年 月～ 年 月分) 

         

         

         

         

         

合  計 115％ Ａ重油     



(12.5円/

㍑) 

灯油 

(13.2円/

㍑ 
    

130％ 

Ａ重油 

(24.9円/

㍑) 
    

灯油 

(26.4円/

㍑) 
    

150％ 

Ａ重油 

(41.6円/

㍑) 
    

灯油 

(44.0円/

㍑) 
    

（注）番号は、参加構成員ごとの整理番号とする。 

（注）※は、「燃油購入予定数量（ﾘｯﾄﾙ）×積立単価（円/ﾘｯﾄﾙ）×1/2」で算出する（農家積立分）。切り捨てにより100円単位で記

載する。 

 

別紙様式第６号（第１３条関係）【新規契約の場合】 

施設園芸用燃油価格差補填金積立契約締結完了通知 

（令和３事業年度燃油購入数量の設定について） 

令和  年  月  日 

（加入者組織代表者）殿 

（茨城県農業再生協議会） 

住            所         
名称及び代表者の氏名     印  

令和＿年＿月＿日付け施設園芸用燃油価格差補填金積立契約申込書（茨城県農業再生協議会燃油価格高騰対策業務方法書（平

成29年４月18日付け茨城県農業再生協議会作成）（以下「業務方法書」という。）別紙様式第５号）で申込みのあった施設園芸

用燃油価格差補填金積立契約について、下記の内容で積立契約が成立したことを通知します。 

併せて、令和＿年＿月＿日付け施設園芸用燃油購入数量等設定申込書（業務方法書別紙様式第７号）で申込みのあった施設園

芸用燃油購入数量等について、下記の内容で設定します。 

ついては、令和＿年＿月＿日までに、燃油補填積立金を当協会の口座へ納付願います。（口座：金融機関・支店名、預金種別、

口座番号及び預金の名義） 

なお、この期日までに燃油補填積立金の納入がされない場合、本積立契約を解約しますのでご留意ください。 

記 

Ø 契約管理番号              

Ø 契約期間 （自）令和＿年7月１日（至）令和＿年6月30日 

 

Ø 対象となる燃油購入数量 

選択肢（積立方式） 油種 単価 燃油購入予定数量 

燃油価格の115％相当までの高

騰に備え積み立て 

Ａ重油 12.5円/ﾘｯﾄﾙ リットル 

灯油 13.2円/ﾘｯﾄﾙ リットル 

燃油価格の130％相当までの高

騰に備え積み立て 
Ａ重油 24.9円/ﾘｯﾄﾙ リットル 

灯油 26.4円/ﾘｯﾄﾙ リットル 

燃油価格の150％相当までの高 Ａ重油 41.6円/ﾘｯﾄﾙ リットル 

(12.7円/

㍑) 

灯油 

(13.5円/

㍑) 
    

130％ 

Ａ重油 

(25.4円/

㍑) 
    

灯油 

(26.9円/

㍑) 
    

150％ 

Ａ重油 

(42.4円/

㍑) 
    

灯油 

(44.9円/

㍑) 
    

（注）番号は、参加構成員ごとの整理番号とする。 

（注）※は、「燃油購入予定数量（ﾘｯﾄﾙ）×積立単価（円/ﾘｯﾄﾙ）×1/2」で算出する（農家積立分）。切り捨てにより100円単位 

で記載する。 

 

別紙様式第６号（第１３条関係）【新規契約の場合】 

施設園芸用燃油価格差補填金積立契約締結完了通知 

（令和２事業年度燃油購入数量の設定について） 

令和  年  月  日 

（加入者組織代表者）殿 

（茨城県農業再生協議会） 

住            所         
名称及び代表者の氏名     印  

令和＿年＿月＿日付け施設園芸用燃油価格差補填金積立契約申込書（茨城県農業再生協議会燃油価格高騰対策業務方法書（平

成29年４月18日付け茨城県農業再生協議会作成）（以下「業務方法書」という。）別紙様式第５号）で申込みのあった施設園芸

用燃油価格差補填金積立契約について、下記の内容で積立契約が成立したことを通知します。 

併せて、令和＿年＿月＿日付け施設園芸用燃油購入数量等設定申込書（業務方法書別紙様式第７号）で申込みのあった施設園

芸用燃油購入数量等について、下記の内容で設定します。 

ついては、令和＿年＿月＿日までに、燃油補填積立金を当協会の口座へ納付願います。（口座：金融機関・支店名、預金種別、

口座番号及び預金の名義） 

なお、この期日までに燃油補填積立金の納入がされない場合、本積立契約を解約しますのでご留意ください。 

記 

Ø 契約管理番号              

Ø 契約期間 （自）令和＿年7月１日（至）令和＿年6月30日 

 

Ø 対象となる燃油購入数量 

選択肢（積立方式） 油種 単価 燃油購入予定数量 

燃油価格の115％相当までの高

騰に備え積み立て 

Ａ重油 12.7円/ﾘｯﾄﾙ リットル 

灯油 13.5円/ﾘｯﾄﾙ リットル 

燃油価格の130％相当までの高

騰に備え積み立て 
Ａ重油 25.4円/ﾘｯﾄﾙ リットル 

灯油 26.9円/ﾘｯﾄﾙ リットル 

燃油価格の150％相当までの高 Ａ重油 42.4円/ﾘｯﾄﾙ リットル 



騰に備え積み立て 灯油 44.0円/ﾘｯﾄﾙ リットル 

Ø 燃油補填積立金額          円 

対象となる燃油購入数量及び燃油補填積立金額の内訳は別紙のとおり 

 

（別紙様式第６号に添付）【新規契約の場合】 

別紙 

燃油購入数量及び燃油補填積立金の内訳（令和３事業年度） 

１ 組織名 ○○○○、 契約管理番号          

２ 参加構成員数   名 

３ 参加構成員ごとの内訳 

番

号 
氏 名 住 所 

選択肢 

･130％ 

･150％ 

油種 

･Ａ重油 

･灯油 

対象燃油購入数量（リット

ル） 

燃油補填積立金額※

（円） 備考 
３事業年度 

( 年 月～ 年 月分) 
３事業年度 

( 年 月～ 年 月分) 

        

        

        

        

        

合  計 

115％ 

Ａ重油 

(12.5円/

㍑) 
   

灯油 

(13.2円/

㍑) 
   

130％ 

Ａ重油 

(24.9円/

㍑) 
   

灯油 

(26.4円/

㍑) 
   

150％ 

Ａ重油 

(41.6円/

㍑) 
   

灯油 

(44.0円/

㍑) 
   

（注）番号は、参加構成員ごとの整理番号とする。 

（注）※は、「燃油購入予定数量（ﾘｯﾄﾙ）×積立単価（円/ﾘｯﾄﾙ）×1/2」で算出する（農家積立分）。切り捨てにより100円単位で記

載する。 

騰に備え積み立て 灯油 44.9円/ﾘｯﾄﾙ リットル 

Ø 燃油補填積立金額          円 

対象となる燃油購入数量及び燃油補填積立金額の内訳は別紙のとおり 

 

（別紙様式第６号に添付）【新規契約の場合】 

別紙 

燃油購入数量及び燃油補填積立金の内訳（令和２事業年度） 

１ 組織名 ○○○○、 契約管理番号          

２ 参加構成員数   名 

３ 参加構成員ごとの内訳 

番

号 
氏 名 住 所 

選択肢 

･130％ 

･150％ 

油種 

･Ａ重油 

･灯油 

対象燃油購入数量（リット

ル） 

燃油補填積立金額※

（円） 備考 
２事業年度 

( 年 月～ 年 月分) 
２事業年度 

( 年 月～ 年 月分) 

        

        

        

        

        

合  計 

115％ 

Ａ重油 

(12.7円/

㍑) 
   

灯油 

(13.5円/

㍑) 
   

130％ 

Ａ重油 

(25.4円/

㍑) 
   

灯油 

(26.9円/

㍑) 
   

150％ 

Ａ重油 

(42.4円/

㍑) 
   

灯油 

(44.9円/

㍑) 
   

（注）番号は、参加構成員ごとの整理番号とする。 

（注）※は、「燃油購入予定数量（ﾘｯﾄﾙ）×積立単価（円/ﾘｯﾄﾙ）×1/2」で算出する（農家積立分）。切り捨てにより100円単位で記

載する。 

 



 

別紙様式第７号（第１４条第１項関係） 

施設園芸用燃油購入数量等設定申込書（令和３事業年度） 

令和  年  月  日  

茨城県農業再生協議会長 殿  

（農業者組織） 

住    所 

名称及び代表者の氏名       印 

令和３事業年度の施設園芸用燃油価格差補填金の対象となる燃油購入数量等の設定を以下のとおり申し込みます。 

なお、参加構成員ごとの燃油購入数量等の内訳は別紙のとおりです。 

Ø 契約管理番号              

※契約済みの場合は、積立契約完了通知の契約管理番号を記載 

１．対象期間  令和＿年＿月1日から令和＿年＿月30(又は28若しくは31日)まで 

２．対象数量（施設園芸用燃油価格差補填金の対象となる燃油購入予定数量） 

選択肢（積立方式） 油種 単価 燃油購入予定数量 

燃油価格の115％相当までの高

騰に備え積み立て 

Ａ重油 12.5円/ﾘｯﾄﾙ リットル 

灯油 13.2円/ﾘｯﾄﾙ リットル 

燃油価格の130％相当までの高

騰に備え積み立て 
Ａ重油 24.9円/ﾘｯﾄﾙ リットル 

灯油 26.4円/ﾘｯﾄﾙ リットル 

燃油価格の150％相当までの高

騰に備え積み立て 

Ａ重油 41.6円/ﾘｯﾄﾙ リットル 

灯油 44.0円/ﾘｯﾄﾙ リットル 

３．燃油補填積立の金額 

選択された単価 

Ａ重油（12.5円）×数量設定申込書の数量（     ㍑）×1/2＝      円 

灯 油（13.2円）×数量設定申込書の数量（     ㍑）×1/2＝      円 

Ａ重油（24.9円）×数量設定申込書の数量（     ㍑）×1/2＝      円 

灯 油（26.4円）×数量設定申込書の数量（     ㍑）×1/2＝      円 

Ａ重油（41.6円）×数量設定申込書の数量（     ㍑）×1/2＝      円 

灯 油（44.0円）×数量設定申込書の数量（     ㍑）×1/2＝      円 

計 円 
＊積立の金額は、参加構成員ごとに計算結果を切り捨てにより100円単位としたものです。 

【燃油購入数量等設定における留意事項】 

・燃油購入数量の設定に関する証拠書類の提出を求めた場合は、必ず提出してください。提出がない場合には、燃油購入数量が
設定できない場合があります。 

・当協議会から指示があった場合には、指定月の燃油の購入数量を領収書、納品書等の写しを添付して速やかに報告してくださ

い。 

・燃油購入数量等が設定されましたらお知らせしますので、燃油補填積立金必要額を納入してください。 

 

 

別紙様式第７号に添付） 

別紙 

施設園芸用燃油購入数量等設定の内訳（令和３事業年度） 

○○組織の燃油購入予定数量等設定の内訳は以下のとおりです。 

 

別紙様式第７号（第１４条第１項関係） 

施設園芸用燃油購入数量等設定申込書（令和２事業年度） 

令和  年  月  日  

茨城県農業再生協議会長 殿  

（農業者組織） 

住    所 

名称及び代表者の氏名       印 

令和＿事業年度の施設園芸用燃油価格差補填金の対象となる燃油購入数量等の設定を以下のとおり申し込みます。 

なお、参加構成員ごとの燃油購入数量等の内訳は別紙のとおりです。 

Ø 契約管理番号              

 ※契約済みの場合は、積立契約完了通知の契約管理番号を記載 

１．対象期間  令和＿年＿月1日から令和＿年＿月30(又は28若しくは31日)まで 

２．対象数量（施設園芸用燃油価格差補填金の対象となる燃油購入予定数量 

選択肢（積立方式） 油種 単価 燃油購入予定数量 

燃油価格の115％相当までの高

騰に備え積み立て 

Ａ重油 12.7円/ﾘｯﾄﾙ リットル 

灯油 13.5円/ﾘｯﾄﾙ リットル 

燃油価格の130％相当までの高

騰に備え積み立て 
Ａ重油 25.4円/ﾘｯﾄﾙ リットル 

灯油 26.9円/ﾘｯﾄﾙ リットル 

燃油価格の150％相当までの高

騰に備え積み立て 

Ａ重油 42.4円/ﾘｯﾄﾙ リットル 

灯油 44.9円/ﾘｯﾄﾙ リットル 

３．燃油補填積立の金額 

選択された単価 

Ａ重油（12.7円）×数量設定申込書の数量（     ㍑）×1/2＝      円 

灯 油（13.5円）×数量設定申込書の数量（     ㍑）×1/2＝      円 

Ａ重油（25.4円）×数量設定申込書の数量（     ㍑）×1/2＝      円 

灯 油（26.9円）×数量設定申込書の数量（     ㍑）×1/2＝      円 

Ａ重油（42.4円）×数量設定申込書の数量（     ㍑）×1/2＝      円 

灯 油（44.9円）×数量設定申込書の数量（     ㍑）×1/2＝      円 

計 円 
＊積立の金額は、参加構成員ごとに計算結果を切り捨てにより100円単位としたものです。 

【燃油購入数量等設定における留意事項】 

・燃油購入数量の設定に関する証拠書類の提出を求めた場合は、必ず提出してください。提出がない場合には、燃油購入数量が
設定できない場合があります。 

・当協議会から指示があった場合には、指定月の燃油の購入数量を領収書、納品書等の写しを添付して速やかに報告してくださ

い。 

・燃油購入数量等が設定されましたらお知らせしますので、燃油補填積立金必要額を納入してください。 

 

 

別紙様式第７号に添付） 

別紙 

施設園芸用燃油購入数量等設定の内訳（令和２事業年度） 

○○組織の燃油購入予定数量等設定の内訳は以下のとおりです。 



１ 参加構成員数   名 

２ 参加構成員ごとの内訳 

番

号 
氏 名 住 所 

選択肢 

・115％ 

･130％ 

･150％ 

油種 

･Ａ重油 

･灯油 

対象燃油購入数量（リット

ル） 

燃油補填積立金額※

（円） 備考 
３事業年度 

( 年 月～ 年 月分) 
３事業年度 

( 年 月～ 年 月分) 

        

        

        

        

        

合  計 

115％ 

Ａ重油 

(12.5円/

㍑) 
   

灯油 

(13.2円/

㍑) 
   

130％ 

Ａ重油 

(24.9円/

㍑) 
   

灯油 

(26.4円/

㍑) 
   

150％ 

Ａ重油 

(41.6円/

㍑) 
   

灯油 

(44.0円/

㍑) 
   

（注）番号は、参加構成員ごとの整理番号とする。 

（注）※は、「燃油購入予定数量（ﾘｯﾄﾙ）×積立単価（円/ﾘｯﾄﾙ）×1/2」で算出する（農家積立分）。切り捨てにより100円単位で記

載する。 

１ 参加構成員数   名 

２ 参加構成員ごとの内訳 

番

号 
氏 名 住 所 

選択肢 

・115％ 

･130％ 

･150％ 

油種 

･Ａ重油 

･灯油 

対象燃油購入数量（リット

ル） 

燃油補填積立金額※

（円） 備考 
＿事業年度 

( 年 月～ 年 月分) 
＿事業年度 

( 年 月～ 年 月分) 

        

        

        

        

        

合  計 

115％ 

Ａ重油 

(12.7円/

㍑) 
   

灯油 

(13.5円/

㍑) 
   

130％ 

Ａ重油 

(25.4円/

㍑) 
   

灯油 

(26.9円/

㍑) 
   

150％ 

Ａ重油 

(42.4円/

㍑) 
   

灯油 

(44.9円/

㍑) 
   

（注）番号は、参加構成員ごとの整理番号とする。 

（注）※は、「燃油購入予定数量（ﾘｯﾄﾙ）×積立単価（円/ﾘｯﾄﾙ）×1/2」で算出する（農家積立分）。切り捨てにより100円単位で記

載する。 

 


